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告 示 

 

鳥取県告示第494号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条の規定に基づき、施術者を指定したの

で、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

氏 名 住 所 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日 

宮内 秀樹 倉吉市宮川町二丁目70 宮内整骨院 倉吉市宮川町二丁目70 平成24年６月28日 

                                                    

 

鳥取県告示第495号 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師を指定したので、鳥取県身体障害者福

祉法施行細則（平成６年鳥取県規則第17号）第３条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

診 療 科 目 診断に係る障害の範囲 氏  名 勤 務 先 

泌尿器科 じん臓機能障害 

ぼうこう又は直腸機能障害 

山根 明文 鳥取市江津730 

鳥取県立中央病院 

神経内科 肢体不自由 周藤 豊 〃 

消化器外科 ぼうこう又は直腸機能障害 岩本 明美 倉吉市東昭和町150 

鳥取県立厚生病院 

神経内科 音声・言語機能障害 

肢体不自由 

土井 あかね 鳥取市三津876 

独立行政法人国立病院機構鳥取

医療センター 

呼吸器・膠原病内科 呼吸器機能障害 唐下 泰一 米子市西町36－１ 

鳥取大学医学部附属病院 

泌尿器科 じん臓機能障害 

ぼうこう又は直腸機能障害 

倉繁 拓志 鳥取市的場一丁目１ 

鳥取市立病院 

                                                    

 

鳥取県告示第496号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定に基づき、指定自立支援医療機関を指定したの

で、同法第69条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

開設者の氏名又は名称 開設者の住所 
指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療

機関の所在地 

自立支援医療

の種類 

指定年月

日 
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独立行政法人国立病院

機構 

東京都目黒区

東が丘二丁目

５－21 

独立行政法人国立

病院機構米子医療

センター 

米子市車尾四丁目

17－１ 

育成医療、更

生医療 

平成24年

７月１日 

株式会社あみはま薬局 

代表取締役 網濵 博 

鳥取市今町一

丁目101 

あみはま薬局 鳥取市今町一丁目

101 
〃 〃 

株式会社ジュンテンド

ー 

代表取締役 飯塚 正 

島根県益田市

下本郷町 206

－５ 

順天堂薬局サンデ

ーズ伯耆店 

西伯郡伯耆町大殿

977－１ 

育成医療、更

生医療、精神

通院医療 

〃 

                                                    

 

鳥取県告示第497号 

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定に基づ

き発起人から届出のあった次の加入区及び漁業の区分に係る共済契約の締結の申込みに係る同意については、審

査した結果同法第108条第２項に規定する要件に適合すると認めたので、同条第５項において準用する同法第105

条の２第４項の規定により告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

加 入 区 漁 業 の 区 分 

鳥取泊加入区 漁業災害補償法第104条第２号に掲げる漁業 

                                                    

 

鳥取県告示第498号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定に基づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測

量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 作業種類  基本測量「電子国土基本図（オルソ画像）作成」 

２ 作業期間  平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

３ 作業地域  鳥取市、岩美町、若桜町及び八頭町 

                                                    

 

鳥取県告示第499号 

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。 

その関係図面は、平成24年７月10日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

整理番号 路線名 起点 終点 重要な経過地 

272 智頭停車場線 智頭停車場 八頭郡智頭町大字智頭  
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鳥取県告示第500号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定したの

で、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社ぼやーじ

ゅ 

宅老所きなんせ美萩

野 

鳥取市美萩野一丁目

126 

平成24年７月１日 通所介護 

社会福祉法人こう

ほうえん 

訪問介護事業所にし

まち幸朋苑 

鳥取市西町五丁目

108 

平成24年７月２日 訪問介護 

〃 
短期入所生活介護に

しまち幸朋苑 
〃 〃 

短期入所生活介

護 

                                                    

 

鳥取県告示第501号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、指定介護老人福祉施設を指定したの

で、同法第93条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

開設者の名称 介護老人福祉施設の名称 介護老人福祉施設の所在地 指定年月日 

社会福祉法人こうほうえん 介護老人福祉施設にしまち

幸朋苑 

鳥取市西町五丁目108 平成24年７月２日 

                                                    

 

鳥取県告示第502号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し

たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

事業者の名称

又は氏名 
指定に係る事業所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 

指定年月

日 
サービスの種類 

株式会社ぼや

ーじゅ 

宅老所きなんせ美萩野 鳥取市美萩野

一丁目126 

平成24年

７月１日 

介護予防通所介護 

社会福祉法人

こうほうえん 

訪問介護事業所にしまち幸朋苑 鳥取市西町五

丁目108 

平成24年

７月２日 

介護予防訪問介護 

〃 短期入所生活介護にしまち幸朋苑 〃 〃 介護予防短期入所生活介護 
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鳥取県告示第503号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定

したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

名  称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

行う事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サービ

スの種類 
指定年月日 

社会福祉法人

こうほうえん 

境港市誠道町

2083 

居宅支援事業所に

しまち幸朋苑 

鳥取市西町五丁目

108 

居宅介護、重度訪

問介護 

平成24年７月

２日 

                                                    

 

鳥取県告示第504号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定に基づき、次のとおり本高土地改良区から役員が退任

し、及び就任した旨の届出があったので、同条第17項の規定により告示する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

退任した役員の氏名及び住所 

理 事   懸 樋 勝 雄 鳥取市本高92 

 〃 松 尾 正 彦 鳥取市本高85－６ 

 〃 松 村 則 美 鳥取市本高174 

 〃 松 本 靖 人 鳥取市本高81－３ 

 〃 山 本 紘一郎 鳥取市本高164 

 〃 松 下 卯一郎 鳥取市本高358 

監 事 河 原 洋 夫 鳥取市本高181 

 〃 山 下 重 行 鳥取市本高369－１ 

 〃 河 原 利 明 鳥取市本高129 

 〃 小 松 広 美 鳥取市本高160 

 平成24年４月29日退任 

 

 就任した役員の氏名及び住所 

理 事 松 尾 正 彦 鳥取市本高85－６ 

 〃 河 原 洋 夫 鳥取市本高181 

 〃 松 本 正 延 鳥取市本高166 

 〃 山 本 紘一郎 鳥取市本高164 

 〃 福 本 政 男 鳥取市本高364 

 〃 小 松 広 美 鳥取市本高160 

監 事 河 田 重 義 鳥取市本高145 

 〃 山 下 重 行 鳥取市本高369－１ 
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 〃 松 本 靖 人 鳥取市本高81－３ 

 〃 坂 本 義 夫 鳥取市本高332 

 平成24年４月30日就任 任期２年 

                                                    

選挙管理委員会告示 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第16号 

平成24年第７回鳥取県選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

 

  平成24年７月10日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見  愼 

 

１ 日時 平成24年７月18日（水） 午後２時 

２ 場所 鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁選挙管理委員室 

３ 議題  

(１) 鳥取海区漁業調整委員会委員一般選挙に係る立候補予定者説明会の開催結果について 

(２) その他 

                                                    

雑 報 

 

行政書士法（昭和26年法律第４号）第４条第１項の規定による鳥取県知事の委任に係る平成24年度鳥取県行政

書士試験を次のとおり実施する。 

 

  平成24年７月10日 

財団法人行政書士試験研究センター理事長 磯 部  力 

 

１ 試験の日時 

  平成24年11月11日（日） 午後１時から午後４時まで 

２ 試験の場所 

  鳥取市湖山町南四丁目101 鳥取大学鳥取キャンパス 

３ 試験方法及び科目 

   次の事項につき筆記試験（(１)は択一式及び記述式、(２)は択一式）により行う。 

  なお、記述式は、40字程度で記述するものを出題する。 

 (１)  行政書士の業務に関し必要な法令等（出題数 46題） 

   憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及

び地方自治法を中心とする。）、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成

24年４月１日現在施行されているものに関して出題する。 

(２) 行政書士の業務に関連する一般知識等（出題数 14題） 

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護及び文章理解 

４ 受験手続 

 (１) 郵送による受験申込み 

  ア 提出書類 

     受験願書一式 
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  イ  提出先及び提出方法 

      〒102－0082 東京都千代田区一番町25 全国町村議員会館３階 

    財団法人行政書士試験研究センター 

    受験願書とともに配布する宛先が印刷された封筒により簡易書留郵便で郵送すること。 

  ウ  受付期間 

    平成24年８月６日（月）から同年９月７日（金）まで 

    なお、平成24年９月７日（金）までの消印があるものに限り受け付ける。 

  エ 受験手数料 

    7,000円（納付方法については、８により配布する試験案内を参照すること。） 

 (２) インターネットによる受験申込み 

  ア 受験申込画面への入力 

     財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）からインターネッ

ト出願画面に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力すること。 

  イ  受付期間 

    平成24年８月６日（月）午前９時から同年９月４日（火）午後５時まで 

    なお、受付期間中にアの受験申込画面に接続中又は入力中の者であって、受験申込みを完了していない

ものは、受付期間の終了によりインターネットによる受験申込みができなくなるので注意すること（受付

期間の最終日は受験申込画面の大変な混雑が予想されるので、余裕を持って申し込むこと。）。 

  ウ  受験手数料 

    7,000円（納付方法は、申込者本人名義のクレジットカード（ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ又はＵＣに限る。）

による決済のみとする。払い込まれた受験手数料は、原則として返還しない。） 

５ 問合せ先 

    〒102－0082 東京都千代田区一番町25 全国町村議員会館３階 

  財団法人行政書士試験研究センター 

    電話 03－3263－7700 

６ 特例措置の実施 

  身体の機能に障害のある者に対しては、障害の状態により必要な特例措置（点字試験を含む。）をとること

があるので、特例措置を希望する者は受験申込みに先立って５の問合せ先に必ず相談すること。 

７ 合格者の発表 

  試験の合格者については、平成25年１月28日（月）午前９時から財団法人行政書士試験研究センターの掲示

板に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験者全員に合否通知書を郵送する。 

  また、財団法人行政書士試験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）に合格者の受験

番号を登載する。 

８  試験案内及び受験願書の配布 

 (１) 郵送配布 

   140円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角２号）を同封した上、封筒の表に「願書請求」と朱書き

して、イの請求先まで郵便で請求すること（平成24年８月31日（金）必着のこと。）。 

  ア 配布期間 平成24年８月６日（月）から同月31日（金）まで 

    イ  請求先 〒100－8779  郵便事業株式会社銀座支店留 

                財団法人行政書士試験研究センター 

 (２) 窓口配布 

ア 配布期間 平成24年８月６日（月）から同年９月７日（金）まで 

  イ 配布場所等 

次の表の配布場所の欄に掲げる場所で、同表の配布時間の欄に定める時間（日曜日及び土曜日を除く。）

に配布する。 



  平成 24年７月 10日 火曜日     鳥 取 県 公 報              第 8411号   

- 8 - 

配 布 場 所 配 布 時 間 

鳥取県未来づくり推進局県民課 

鳥取県総務部政策法務課 

鳥取市東町一丁目220 

 鳥取県庁本庁舎内 

午前８時30分から 

午後５時15分まで 

鳥取県東部総合事務所県民局 鳥取市立川町六丁目176 〃 

鳥取県八頭総合事務所県民局 八頭郡八頭町郡家100 〃 

鳥取県中部総合事務所県民局 倉吉市東巌城町２ 〃 

鳥取県西部総合事務所県民局 米子市糀町一丁目160 〃 

鳥取県日野総合事務所県民局 日野郡日野町根雨140－１ 〃 

鳥取県行政書士会 

 

鳥取市富安二丁目159 

 久本ビル５階 

午前10時から 

午後３時まで 

 

                                                    

正 誤 

 

平成24年６月29日付鳥取県公報第8408号目次中次の箇所に誤りがあったので、訂正する。 

 

 頁 １ 

 行 下から１ 

 誤 （生活安全企画課） 

 正 （警察県民課） 

 

 

 


